電子化対応＋POファイナンス対応版
様式第１１(第８条関係)

令和7年度（補正予算）脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金
（商用車等の電動化促進事業（建設機械））取得財産等管理台帳　
（令和7年度）

	財　産　名
（備品等名）
	規　格
	数量
	単 価
   (円)
	金　額
　 (円)
	取得年月日
	耐用
年数
	設置又は
保管場所

	
	
	
	
	
	
	
	


注１　対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が令和7年度（補正予算）脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金（商用車等の電動化促進事業（建設機械））交付規程第８条第1項第十四号に規定する財産とする。
　２　数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は、区分して記載すること。
  ３　単価は、設備の取得に係る経費（以下「設備取得費」という。）と設備取得費以外の経費（据付費、測量及び試験費、事務費等をいう。以下「諸経費」という。）の合計額とする。ただし、２つ以上の設備を整備する場合で諸経費がいずれの設備取得費に係るものか明らかでない場合は、設備取得費の比率で当該諸経費を按分し、算出する。
　４　取得年月日は、検収年月日を記載すること。
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